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１．地球環境基金の概要 

 

（１）はじめに 

平成４年（１９９２年）６月、ブラジルのリオ・デ・ジャネイロにおいて「環境と開発に関す 

る国連会議」（いわゆる「地球サミット」）が開催されました。この会議には、世界中のほとんど 

の国（約１８０カ国）が参加し、１００カ国以上の元首・首脳、約１万人に及ぶ政府代表者が出席 

する大規模な会議となりました。この席上、日本国政府は民間の環境保全活動に対し、資金的支援 

の仕組みを整備することを表明しました。地球サミットにおいては、環境と開発に関するリオ宣言 

が出され、持続可能な開発を推進することとし、市民が環境問題に取り組むことの重要性が明らか 

にされました。 

このような流れを受けて、当時の環境庁（現在の環境省）が中心となり、民間団体（ＮＧＯ・Ｎ 

ＰＯ）による環境保全活動への資金の助成その他の支援を行うため、平成５年（１９９３年）５月、 

国と民間の拠出により地球環境基金が創設されました。 

地球環境基金では、平成５年度から平成２８年度までに延べ４，６４０件、総額１５６億円（平

成 28 年交付決定時）の助成を行うなど、ＮＧＯ・ＮＰＯの環境保全活動を積極的に支援してきて

います。 

 

（２）地球環境基金の仕組み 

① 基本的な仕組み 

地球環境基金は、国と民間の双方からの資金拠出に基づいて基金を設け、その運用益及び国か

らの運営費交付金を用いて、内外の民間の非営利団体（環境ＮＧＯ・ＮＰＯ）が行う環境保全活

動への助成その他の支援を行っています。 

② 地球環境基金事業の運営について 

地球環境基金事業の実施にあたっては、学識経験者からなる地球環境基金運営委員会の助言を

受けることとされています。運営委員会の下には、助成専門委員会と評価専門委員会が設けられ

ており、助成専門委員会では助成事業についての審査方針や具体的な助成先などについて、また

評価専門委員会では助成対象活動の事後評価について、専門的見地からの審議が行われています。 
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（３）地球環境基金の目指す姿 

   地球環境基金は、創設 20 周年（平成 25 年）を機に、更なる環境ＮＧＯ・ＮＰＯの強化に

向けた支援の充実を行うとともに、環境保全活動を行う次世代の人材育成に力を入れて持続可

能な社会の実現に貢献していくことを新たに掲げました。そして、今後どのような役割が期待

されているのかを「ビジョン」にまとめ、そのために基金が果たすべき役割を「ミッション」

として定めました。 

 

 

 

 地球環境基金は、環境 NGO・NPO 活動を支援することを通じて、持続可能な社会の実現に貢献 

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 環境 NGO・NPO 活動の質的、量的な充実のための支援をします。 

② 環境 NGO・NPO 活動の組織機能の強化のための支援をします。 

③ 環境 NGO・NPO 活動の地域での連携・協働を支援します。 

④ 環境 NGO・NPO 活動の国際的な展開を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
地 球 環 境 基 金 の ミ ッ シ ョ ン 

  これからの社会は、市民一人ひとりの思いや志を、行動に変え、様々な環境諸課題を解決することが大

切です。 

環境 NGO・NPO は、現場での活動を通じて、こうした一人ひとりの取り組みや声、行動を結びつけ、

社会の共感を得ながらその取り組みの輪を広げ、良好な環境の創出につなげるという、大きな役割が期待さ

れています。 

活動の輪の広がりは、それぞれ特有の生活、文化、経済を背景とした地域でのものから、多様な考え方や

生活文化を持つ人々が関わる国際的、地球的規模のものまで、様々なレベルで必要となっています。その核

となるべき環境 NGO・NPO の活動もまた、多様なものになることが期待されています。  

地球環境基金は、環境 NGO・NPO の自主性、自立性、多様性を尊重しつつ、他の支援組織や事業者、

行政と協力し、その活動を支援することを通じて、私たちの将来の世代に、豊かに生きる基盤である地球を

引き継ぐことができる、持続可能な社会の実現に貢献します。         

地 球 環 境 基 金 の ビ ジ ョ ン 

.  環境 NGO・NPO は、持続可能な社会づくり、環境保全に欠かせない存在となってきました。

今後、さらに資金力の強化及び、専門力、提案力、動員力、発信力など、活動を支える力を強

化すること、また、各々が自主性、自立性、多様性を尊重しつつ、他の主体との連携・協働を

強化することなど、その機能を高めていくことが重要です。 

その活動が充実するにつれて、市民から共感・信頼を得、活動がより大きくなり、経済や

社会を変え、よりよい環境を作り出していくことが期待されます。 

そうした期待に応え、共感・信頼される環境 NGO・NPO が質的にも量的にも充実するよ

う、また、機能強化につながるよう地球環境基金は支援の拡充を目指します。  

   持続可能な社会には地域での取り組みが欠かせません。地域作りを担い、地域に貢献でき

る活動を大切にするとともに、その地域活動が各主体との連携・協働などにより「孤」から

「環」に広がるよう地球環境基金は、環境 NGO・NPO を支援して参ります。 

また、環境問題は国境を越え、地球大につながっています。取り組みの環が世界へとつな

がり、広がっていくよう、地球環境基金は、国際的視野をもって、環境 NGO・NPO を支援

していきます。 
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（４）地球環境基金企業協働プロジェクトについて  

 

地球環境基金では、国と民間の双方からの資金拠出に基づいて基金を設け、その運用益及び国

からの運営費交付金を用いて、環境保全を行う民間団体に対し、活動に対する資金提供等を中心

に支援して参りました。 

 基金創設からこれまでに多くの団体に対して支援を行ってきましたが、資金には限りがあり、

助成金を要望する全ての団体に対しての支援を行うことは叶いませんでした。また、基金に寄付

をして頂いた方からは、基金に繰り入れる寄付では、自らの意図が反映されないとのご意見が寄

せられていました。 

 そこで、平成 27 年度よりさらなる支援の拡充に向けて、「地球環境基金企業協働プロジェク

ト」を実施することといたしました。 

「地球環境基金企業協働プロジェクト」とは、直接助成に充てるための寄付金を原資としたプ

ログラムです。地球環境基金の支援する活動の中で特定の活動に対して支援したいという寄付者

の「想い」を反映させたプログラムとなっています。地球環境基金のビジョン・ミッションの範

囲の中で、助成対象・分野・金額に独自性があります。選考などは、寄付者の「想い」を反映さ

せるほか、事務などは他の助成金と同様に地球環境基金が行ないます。  

 

「地球環境基金企業協働プロジェクト」として、平成 29 年度に実施 3 年目となるのが、「LOVE 

BLUE 助成」です。「LOVE BLUE 助成」は、一般社団法人日本釣用品工業会より寄付された資

金によるものであり、清掃活動など、水辺の環境を構築するための助成金となっています。詳細

は p.5 をご覧下さい。 
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（５）地球環境基金助成金要望後の流れ 

 

①助成金交付要望書の公募 

                

 

 

 

③助成金交付内定通知 

  ３月末 

 

④内定団体説明会 

 

 

 

５月                

⑥助成金交付決定通知 

  ６月 

 

 

 

⑧助成金の交付（領収書等の確認による精算払い） 

（注）⑦、⑧は年５回実施 

 

 

                                 ⑨４月 

 

 

1） 内定通知を受けた団体は内定団体説明会に出席し、活動目標及び実施方法等について、 

地球環境基金と合意形成を図ります。その後、交付申請を経て、交付決定を致します。 

2）助成金の支払いは、年５回の定められた申請期日までに行い、地球環境基金の審査を

経て交付致します。精算払い方式の場合は、活動に要した経費についての領収書または

振込明細書の写しをご提出いただき、審査の上、定められた振込日に銀行振込みを行い

ます。 

3）助成活動の成果については、活動終了後又は年度末に実績報告書の提出が求められま

す。また、複数年度にわたる活動の助成最終年度となる団体には１２月頃に地球環境基

金活動報告会に参加していただき、活動状況について報告等を行っていただきます。

独

立

行

政

法

人

環

境

再

生

保

全

機

構 

②助成金交付要望書の提出 

⑤助成金交付申請書の提出 

⑦助成金支払申請書の提出 

⑨実績報告書の提出 

要

望

団

体 
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２．LOVE BLUE 助成交付要望 

募集要領 
  



 
 

  



 
 

（１）LOVE BLUE 助成 

一般社団法人日本釣用品工業会が「LOVE BLUE ～地球の未来を～」とのスローガンを掲げ、つり環境

ビジョンコンセプトに基づく LOVE BLUE 事業として公益財団法人日本釣振興会と協働で取り組む環境・美

化事業です。釣り用品メーカー等が国内で販売する釣り関連製品に『環境・美化マーク』を表示し、その売

り上げの一部などが一般社団法人日本釣用品工業会へ拠出され、事業原資となっています。 

 

LOVE BLUE 事業の一環として、平成 27 年度から、独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金との協

働プロジェクトとして、「LOVE BLUE 助成」（平成 28 年度まで「つり環境ビジョン助成」）を創設し、これ

により、全国各地の多くの皆様の環境・美化事業がより一層、幅広く展開されることを心から期待していま

す。 

 

LOVE BLUE 事業の詳細については以下のサイトをご覧ください。 

LOVE BLUE 公式 Facebook 検索 LOVE BLUE 地球の未来を  

LOVE BLUE 公式サイト http://www.loveblue.jp/ 

一般社団法人日本釣用品工業会 HP http://www.jaftma.or.jp/ 

 

環境・美化マーク          LOVE BLUE 事業ロゴマーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）要望書受付期間 

継続プロジェクト 平成２８年１１月１6 日（水）～平成２８年１２月１4 日（水） 

新規プロジェクト 平成２８年１２月１5 日（木）～平成２９年 １月１6 日（月） 

（いずれも必着） 

※原則郵送で提出してください。 

やむを得ず持参する場合のみ締切日午後６時まで 
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※メール、ＵＳＢ等（電子ファイル）による要望は受け付けておりません。 

※持参時のご相談はお受けしておりませんので予めご注意ください 

 

 

（３）応募団体要件 

   
 助成金の交付を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間の団体で、次のいずれかに該当

するものとします。 
 

① 特定非営利活動法人 

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条の規定に基づき設立された特定非 
営利活動法人 

 

② 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）に基づき設立され 
た法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）に 
基づき認定を受けた法人を含む）又はこれに準ずる非営利法人（ ①に該当するものを除く。） 

 

③ 任意団体 

法人格を有さず、営利を目的としない民間団体で、次の条件を全て満たすもの 
ア．定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。 

イ．団体の意思を決定し、要望に係る活動を執行する組織が確立していること。 

ウ．自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。 

エ．活動の本拠としての事務所を有すること。 

オ．活動の実績等から見て、要望に係る活動を確実に実施することができると認められること。 

 
ただし、上記に該当する団体であっても、 
1）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団もしくはその統制下の団体と

関係を有していないこと。 
2）過去３年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る 

予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を

受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当す

る者として含まれている場合は、助成の対象団体となりません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LOVE BLUE 事業への広報協力 
 
LOVE BLUE 助成を受ける活動を行う場合、「独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金

企業協働プロジェクト（LOVE BLUE 助成）を受けた旨の表示をお願いします。 
 
LOVE BLUE 事業ののぼり等の使用協力、フィッシングショーでの発表や展示物の原稿作成

をお願いすることがあります。 
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（４）応募要件 

 
 
 民間の非営利団体（ＮＧＯ・ＮＰＯ）が行う環境保全活動で、国内の環境保全活動に限定されています。 

※ なお、以下の活動につきましては、助成対象とはなりません。 

 

１）我が国又は相手国の行政機関の施策として行われる活動 
２）特定の事業者の事業上の利益のために行われる活動 

３）貸付、融資、出資、その他助成金の回収が見込まれる活動 

４）政治的又は宗教的宣伝を目的としていると認められる活動 

５）地球環境基金以外の国又は国の機関からの補助金、助成金、委託費（NGO 連携無償資金協力、NGO
事業補助金、JICA 草の根技術協力、子どもゆめ基金、日中緑化交流基金など）を受けることとなる

活動 
６）他の団体等への資金の補助、助成等を内容とする活動 
７）東日本大震災に関連する活動については、活動対象地域以外での活動 
８）その他民間団体が担うにふさわしくないと認められる活動 

 
 

（５）助成の対象となる期間 

 

平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの１年間 

 

※ なお、平成２９年度の活動であれば、平成２９年４月１日から交付決定日までの活動も助成 

の対象となります。 

 

（６）募集のメニュー 

 
○ LOVE BLUE 助成 

 

ア． 助 成 期 間 ：①最大３年間（活動計画が３年間立案されている場合） 
②原則 1 年間（但し、活動の発展性、進捗状況により最大 3 年間可能） 

イ．対象となる活動：清掃活動など、水辺の環境保全活動 
ウ．助 成 対 象 団 体 ：①助成活動関連分野における活動実績を 3 年以上有していること 

②助成活動関連分野における活動実績を 1 年以上有していること 
エ．年 間 助 成 金 額 ： 継続分を含む寄付総額の範囲内（1 年間あたり） 
           ※平成 28 年度は総額 900 万円（実績） 

  オ．活 動 形 態  以下の 4 種類の形態に助成を行います。 
①実践、②知識の提供・普及啓発、③調査研究、④国際会議 

  カ．対 象 案 件  国内案件（ハ案件） 
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＜別表１＞            活動分野の区分方法 

 

活動分野 活 動 の 例 

 

 

a.自然保護・保全・復元 
全国的に見て貴重な自然地域の保護のための環境保護・

保全・復元活動等 

 
b.森林保全・緑化 

森・川・海のつながりの意識を啓発するための海岸・河

川等の清掃活動、海岸林の清掃を通じた環境保全型のま

ちづくり活動等 

 
f.循環型社会形成 

河川の清掃を環境教育の場とした地域住民参加の循環型

社会形成の活動、資源循環型社会の構築に向けた河川の

調査活動等 

 
g.大気・水・土壌環境保全 

水質汚濁の改善に向けた教育、交流、体験活動等の要素

を取り入れた複合的活動、海洋生物保全のための海辺の

清掃活動等 

 
h.総合環境教育 河川や海岸の清掃活動などと関連した環境意識の啓発や

向上等のための総合的な環境教育・学習の推進活動等 

 
i.総合環境保全活動 

川ゴミ問題解決のための市民・企業・地域社会・行政の

協働参加による活動、水辺の清掃を通じた地域のつなが

りをつくる環境保全活動等 

 
j.その他の環境保全活動 上記以外の環境保全活動 

※すべての活動に「水辺の環境保全活動」を含む必要があります。 
 応募に際して選択された活動分野は、地球環境基金での審査の過程において、変更する場合が 

あります。 
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（７）助成の対象となる経費 

 
地球環境基金の助成金は、民間団体が自主的、主体的に行う環境保全活動に対し、その活動 

のために直接必要な経費の一部を助成するものです。また、助成の対象となる経費は、助成メニ 
ューによって異なりますので、下記を参照の上、ご注意下さい。 

 

区 分 経 費 内 容 

①賃金 アルバイト賃金 ○非常勤スタッフのアルバイト賃金（上限：1,000円/時間、年間上限額

：本ページ下段を参照のこと） 
※有給の役職員へのアルバイト賃金は助成対象外 

②謝金 謝金 ○講師・専門家等への謝金（上限：20,000円/日） 
○原稿執筆謝金（上限：2,400円/1ページ（400字詰め原稿用紙）） 
※当該団体の有給の役職員への謝金は助成対象外であるが、無給の場

合には講師謝金総額の50%以内にて申請可能。 

③旅費 

 

交通費 ○航空運賃（エコノミークラス） 
○鉄道・バス・船舶等の運賃 
○空港使用料等 

宿泊費 ○宿泊費（食費・日当・手当は対象外） 
【 国内：8,700円（甲地）又は7,800円（乙地）(上限) 】p10参照 

その他 ○高速道路料金、ビザ・パスポート発行料、旅行保険料等 

④物品・資材購入

費 

物品・資材購入

費 

○機材購入費・資材購入費・書籍購入費 
※物品・資材の購入費の合計額は、原則として助成金総額の50%以内 

⑤借損料・役務費 借損料 ○会場費（飲食に係る経費は対象外） 
【国内：200,000円（上限） 海外：50,000円（上限）】 
○機材借料 

役務費 ○通訳料 
【同時通訳：80,000円/人日 逐次通訳：45,500円/人日（上限）】 
○翻訳料 
【日本語訳：5,000円/頁 その他語訳：8,000円/頁（上限）】 
○印刷費 

車両 ガソリン代金、車両借料、駐車料金 

外部委託費 

(要望金額の50

％以内) 

○調査等業務委託費 
○建築物の工事費 
○設備等の設営費 

⑥事務管理費 

（①～⑤の合計

額の10％以内） 

 

管理費 ○事務用品費・通信費・郵送費・手数料 

 

 

 

① アルバイト賃金の上限について 
アルバイト賃金総額の年間累計額上限は、要望金額が 400 万円以下の場合は合計 96 万円、 

400 万円を超え 800 万円未満の場合は合計 144 万円、800 万円を超える場合 192 万円となり、 

いずれの場合もアルバイト 1人あたりの年間累計額上限は 96 万円となります。 
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助成金要望金額 アルバイト年間累計額上限 

400 万円以下 96 万円 

400 万円超 800 万円未満 144 万円 

800 万円以上 192 万円 

 

< 助成金要望額 300 万円の場合の例 > 

       例１ アルバイト１名のとき  

・・・ Ａさん 年間累計 96 万円上限 

例２ アルバイト２名のとき 

          ・・・ Ａさん 年間累計 60 万円         96 万円まで助成 

Ｂさん 年間累計 60 万円     (超過 24 万円は団体負担) 

         

② 宿泊費の上限 

国内  甲地：8,700 円上限 東京特別区、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、

名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市 

    乙地：7,800 円上限 甲地以外の地 

 

（８）助成の対象とならない経費 

 

次に掲げるような経費は、助成の対象となりませんのでご注意下さい。 
 

① 有給の役職員に対する謝金・賃金 

② 個人又は団体に寄与される寄付金、義援金等 

③ 飲食に係る経費 

 

（９）助成金支払の手続き 

 

① 精算払い   ：原則 

② 一部概算払い ：助成２年目以降の継続団体が要望し、かつ審査を通過した場合 

 

地球環境基金の助成金は原則「精算払い」となります。 

 
精算払い方式では、活動を開始し、その過程で発生した費用に係る証拠書類の写しを提出し、地球環

境基金の確認後助成金が支払われます。したがって、活動初期に必要な資金は団体自身で別途ご用意い

ただく必要があります。 
 

 

地球環境基金助成金は、補助金適正化法が適用されます。 

 

  地球環境基金助成金は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の適用を受けるため、

支払いにあたり提出いただいた証拠書類が助成対象費目であること、また、日付・支払内容・支払先・

額面・算出根拠などが読み取れる資料の提出をいただくなど厳密な審査が求められます。なお、一部

概算払いの場合であっても、精算の際に証拠書類の提出は必須となります。  

合計 120 万円 
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（１０）前年度からの継続案件について 

 

   平成２７、２８年度に３年間の活動計画を立案した一部の活動を行い、平成２９年度に継続２年目、

３年目を迎える活動は、前年度からの活動を継続して要望を行うことができます。 

平成２８年度に助成を受けた活動であっても、平成２９年度の要望の内容が前年度と継続していると

は認められない場合は、新たな案件として審査の対象となりますので、不採択となる場合もあります。

また、別の地球環境基金助成金の助成メニューへと変更は可能ですが、その場合も新たな案件として審

査の対象となりますので、不採択となる場合もあります。 

 

 

（１１）その他 

 

① 要望活動内容の大幅変更は不可 
要望書は、助成対象活動の採択に当たっての基本的な審査資料となりますので、その内容について採

択後、大幅な変更が生じることのないよう、十分検討した上で作成、提出してください。 

なお、助成金交付内定の後に、助成対象活動の内容又は収支予算に重大な変更が生じた場合には、助

成金が交付されないことがあります。 
② 事務所指導、不正への対応 

助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成対象となった団体に対し報告を求め、

又は機構職員にその団体の帳簿書類等を調査させ、必要な措置を指示するほか、不正の事実などが認め

られた場合には、交付決定の取消し及び助成金の返還を命じる場合がありますのでご留意下さい。 
③ 内定団体説明会（毎年度） 

要望活動が助成内定とされた場合、4 月初旬に内定団体説明会を地球環境基金（川崎）にて行います。

川崎までの旅費については、1 名分（活動担当と会計担当が異なる場合は 2 名分）まで助成金で申請で

きます。 
④ 実績報告（毎年度） 

助成対象となった団体には、助成活動終了後１ヶ月以内または年度終了後の 4 月 10 日までに「実績

報告書」を提出していただくとともに、団体自ら助成事業に対する「自己評価シート」を作成、提出し

ていただきます。 
⑤ 活動報告会（助成３年目の場合） 

３年間の活動計画で国内に事務所を有する団体については、原則として活動終了年に地球環境基金助

成団体活動報告会に出席して活動成果発表・報告等をしていただきます。 
 ⑥ フォローアップ調査 

助成終了の翌々年に、活動の発展等に関するフォローアップ調査（アンケート）を行いますのでご

協力ください。 

⑦ 個人情報の取扱い 

地球環境基金は、要望書にてご提供いただきました個人情報を、助成に関するご連絡、関連事業実 

施に伴うご連絡以外には使用いたしません。また、提供者の同意がある場合または正当な理由がある

場合を除き第三者に提供および公開はいたしません。 

 ただし、地球環境基金で公開している「環境 NGO・NPO 総覧データベース」に掲載のない団体につい

ては、本要望書様式その５に記載のある「団体名」「代表者名」「主たる事務所の所在地（都道府県の

み）」「団体設立年月」「ホームページアドレス」を団体情報として公開いたします。 
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（１２）要望書様式の提出方法 

 

① 提出書類 

      提出書類は以下のア．イ．ウとし、うちア．ウは、必ず所定の様式により作成してください。 

      

ア．助成金交付要望書 

イ．添付資料（継続２年目・３年目の団体は、3）5）を除き前年度提出物と変更がない場合は提出不

要です） 

1）「団体の定款・寄付行為又はこれに相当する規約」 

2）「理事会、役員会等団体の意思決定をする機関の構成員名簿」 

3）「過去３年間の団体の収支」（平成２６年度・平成２７年度決算、平成２８年度予算） 

4）「その他活動実績、活動概要を示す資料」 

5）「要望受付確認用官製はがき」 

ウ．交付要望時の提出書類のチェックリスト 

 

 

② 様式の入手方法 

地球環境基金のホームページから様式をダウンロードして作成してください。

（http://www.erca.go.jp/jfge/subsidy/application/download.html） 

 
＜注意事項＞ 

1）要望書は必ずしもパソコン等で作成する必要はありませんが、手書きの場合は黒色のボ－ルペ

ンを使用し、楷書によりご記入いただきますようお願いします。 

2）要望書は全項目を記入してください。別添資料がある場合でも「別紙参照」などとはせ 

ず、要点を絞り、できるだけ所定の枠内に収めるようにしてください。 

3）動植物の保護等の活動及び動植物の保護活動に資するための調査研究については、その 

生物名を標準和名、学名とも明記してください。 

4）要望書の枚数は、所定の様式の枚数を遵守して下さい。文字サイズは 9 ポイント以上と 

してください。 
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③ 提出先 

    独立行政法人環境再生保全機構 地球環境基金部 地球環境基金課 

     〒２１２－８５５４ 

      川崎市幸区大宮町１３１０ ミューザ川崎セントラルタワー８階 

      ＴＥＬ：０４４－５２０－９５０５ 

      ＦＡＸ：０４４－５２０－２１９２ 

 
原則、郵送にて提出してください。 

【継続】平成２８年１１月１６日（水）～平成２８年１２月１４日（水） 
【新規】平成２８年１２月１５日（木）～平成２９年１月１６日（月） 

やむを得ず持参する場合は締切日午後６時まで受付。 
メール、ＵＳＢ等（電子ファイル）による要望書の提出は受け付けておりません。 
書類に不備がある場合、審査の対象とならない場合があります。 

持参時のご相談はお受けしておりませんのでご注意ください。 

 

＜要望書受付確認用官製ハガキ記載要領＞ 

 

表側：担当者の宛先・氏名を記入 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

裏側：団体名・活動名のみ記入（下部は無記入のこと。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（注１） 
「担当者の宛先住所」欄には、主たる事務

所の所在地、担当者の自宅等、本件の担当

者に迅速・確実に届く宛先を記載してくだ

さい。 
なお、受付確認ハガキの到着により、要

望書を受付けたものとして取り扱いますの

でご留意願います。 
受付確認ハガキの送付には、要望数の状

況によりお時間をいただく場合があります

ので、予めご了承ください。 

団体名： 
活動名： 
 
 
 

（無記入） 
 

地球環境基金での受付時記

入箇所 
（注２） 

団体が提出時記入 

（注２） 
要望書の受付完了後、裏側に受領印を

押印して受付確認ハガキを返信しま

す。 

 

 

担
当
者
の
宛
先
住
所
（
注
１
） 

担
当
者
の
氏
名 
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３．LOVE BLUE 助成 

審査方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 
 

  



 
 

 

審 査 方 針 

助成専門委員会 
 

助成金交付要望については、地球環境基金運営委員会及び助成専門委員会の審議を経て採否が決定される

ことになります。 

平成２９年度の地球環境基金助成金の審査では、以下の審査方針に基づいて採択案件の選定を行う

ことになりますので、審査方針を精読し、これに十分留意して「助成金交付要望書」を作成してくだ

さい。 

 

１．審査の観点 
  提出された要望は、以下の共通的事項に留意しつつ審査されます。 

 
共通事項 

 
① 応募要件 
ア．団体要件：募集案内 p.6 (3) 応募団体要件に示す活動であること。 
イ．活動要件：募集案内 p.7 (4) 応募要件に示す活動であること。 

 
  不採択となる例 
  ・環境保全を目的とする活動とはいえない場合。 
  ・活動の内容が、募集案内 p.7(4) 応募要件において助成対象とならないものとされている場合。 
  ・調査研究にあたっては、学術的要素が強いと思われる場合。また、技術の開発や改良を行うこと

にとどまる場合。 

 
② 活動遂行能力 
○運営能力 

・組織として活動を実施するにあたり、十分な会計能力及び事務処理能力を有していること。 
  会計事務処理能力 … 組織として会計管理体制が確立していること 
  事務処理能力   … 一般的な書類整備能力を有すること 
・継続して要望する活動の場合、過年度の事務処理が適切に実施されていること。 

 
○専門性 

・当該活動の実施に必要な専門性を有する人材が組織体制に確保されていること。 

 
  ○自主性 
   ・ステークホルダーとの役割分担が明確であり、計画立案から実行までが組織自らの意思決定の

下に行われること。 

 
   不採択となる例 

・計画立案から現地作業までを団体が直接行う活動でない場合。 
・行政、企業等からの委託を受けて実施する場合。 

 
  ○資金計画 

・要望する活動の規模と進捗計画に見合った自己資金等充当経費（自己資金２割、寄付金、参加

費等の実費負担等）の確保が見込まれること。 
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不採択となる例 
・要望額が助成メニューの下限を下回る場合。 
・外部委託の割合が大きい場合。 
・自己資金割合が著しく低い場合。 

 
③ 活動計画 

 
  ○必要性 

・活動対象地域の現状、ニーズ及び問題点を客観的なデータを基に把握しており、活動の必要性

及び実施方法が明確であること。 
・緊急性の高い課題に取り組む活動であること。（加点要素） 
・現状や裏づけとなるデータの記載があること。（加点要素） 

 
   不採択となる例 
   ・他に先行した類似の助成対象活動が複数ある場合や過去に助成を受けた活動と同一の活動に対

する助成の場合。（先行事例については、助成団体活動報告集をご覧ください。） 
→助成団体活動報告集：http://www.erca.go.jp/jfge/info/report/act_report/ 

   ・定例的な活動を持回りで開催する場合。 
   ・団体の発展に繋がるような位置づけがなされておらず、団体が従来行ってきた活動にとどまる

場合。 
・物品･資材購入や建築物･設備等の工事を中心とする活動の場合。 

   ・活動の必要性や緊急性に欠けると思われる場合。 

   
  ○計画性 

・課題解決までの論理に矛盾がなく、計画に無理がなく具体的であること。また、活動計画が、誰

に対する何のためのもので、その活動の成果により、最終的に起こる変化は何か、その指標はど

のように測るのかが明確かつ妥当であること。 
・上位目標、アウトカムなどの指標を出来る限り設定し、活動の客観的な評価が行われること。一

例として、実践活動においては、参加者などに対するアンケート調査及び分析を行う。 

・継続して要望する活動の場合、過年度の活動にかかる上位目標やアウトカムの発現状況が記載さ

れていること。 
・継続して要望する活動の場合、評価専門委員によるコンサルテーションでのアドバイスへの対応、 

過年度の課題への対応を踏まえ、要望年度の計画がなされていること。 

 
不採択となる例 

・目標達成のための具体的な計画を有しておらず、準備状況に不安のある場合。 
・目標を達成するために必要な全体計画を有していない場合。 
・実施に必要な人員の確保ができていない場合。 
・実施に必要な関係者の協力が得られる見込みがない場合。 
・要望内容の抽象度が高い場合 

   
○効率性 

・活動実施内容や活動時期が適切かつ効果的であり、予算計画が経済的となるよう配慮されたも

のであること。 
・対価が見込まれ、その範囲で活動実施が可能と認められる活動。 
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  ○影響力 
・活動の成果が明確に描かれており、その達成を測るための指標が客観的かつ具体的であること。 
・調査研究においては、その結果を広く普及するしくみが考慮されていること。 
・政策提言活動については、その成果を確認することができるよう、あらかじめ政策提言の発信

先や発信方法を明確にすること。 
・行政や企業、地域住民、教育機関など関係ステークホルダーとの効率的な連携が図られている

こと。（加点要素） 

 
不採択となる例 
・要望内容が会議及びイベント等に限られ、終了後の実施効果が明確でない場合。 

 
○自立性 
 ・助成により団体が自立し活動を継続していく展望が明確なこと。 

 
○持続性 
 ・活動の成果が助成活動終了後も継続的に発展する見込みが明確なこと。 

 
 
 不採択となる例 

・助成終了後も継続的に発展する展望が明確でない場合。 

 
 

  ○その他 
不採択となる例 
・貸付、融資、出資など助成金の回収が見込まれる活動。 
・地球環境基金からの支援の必要性が低い場合。（例えば、繰越収支差額が助成対象額に比較し

3,000 万円以上あるいは助成要望額の 10 倍である場合や、外国の本部に資金提供を行う

等、各年度における総収入・総支出が 10 億円以上となり資金に余裕のある場合。） 
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４．企業協働プロジェクト助成金

要望書様式 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

要望書作成のポイント 

  

助成金の審査は、「助成金交付要望書」に記載された内容に基づき判断します。従って、活動目

的を達成するための具体的な計画（活動内容、実施方法、スケジュール及び予算など）が、いかに

的確に記載されているかがポイントになります。 

 

１． プロジェクトデザインが、しっかりしているか。 

「何を目的とした活動なのか？」「活動すると環境の何がどう変わるのか？」数枚の「助成金交付

要望書」ですが、この内容が読み取れないケースが多々あります。 

目標、アウトカム（成果目標）、アウトプット（活動実施の目標）、その活動の関係を明確に示し

てください。数字の明示が重要になります。 

 

２． 募集案内の内容に一致しているか。 

応募された書類の中には、環境保全を目的としていない活動、助成金額の範囲を超えているもの、

対象となる経費の単価基準を明らかにオーバーしているもの等、記載内容不備により審議対象外と

なるケースもあります。基本的なことなので、十分に注意してください。 

 

３． 計画が適正か、無理がないか。 

応募された書類の中には、計画通りに実施することが明らかに無理と思われるケースもあります。

確実に実施できる無理のない計画であることが重要なポイントです。熟慮の上、計画を立ててくだ

さい。 

４． 要望書を記載した人以外の人に見てもらったか。 

要望書に書かれた内容が他人に十分に伝わるか、思い込みで書かれていないか。書いた本人が確

認するだけでなく、団体内外の人で確認してもらってはいかがでしょうか。書いた本人だけの思い

込みや要望書を第三者がどのように読むのかがわかります。手間のかかる作業ですが、その分精度

の高い要望書となると思います。 

  

活動対象の地域に起こる変化 

○○川全域のゴミを流域住民の手でゼロにし、様々な生き物が棲めるよ

うになる。 

 

助成活動終了時に実現が期待される状況 

・○○川Ａ地域のゴミがゼロになる。 

・○○川Ｂ地域のゴミ回収活動が始まる。 

・水生昆虫が 10 種類以上増える。 

 

活動実施目標 

・1 年間で○○川Ａ地域のゴミ 120 キロ回収 

・活動する人を新たに 20 名増やす 

 

具体的な活動内容 

月 1 回○○川Ａ地域の清掃と流域住民への啓発活動をする。 

目標 

アウトカム 

アウトプット 

活動 

次のページの、 

活動分野別指標例

を参考にしてくだ

さい。 



 
 

活動分野別 指標例 

 

活動分野／形態 
アウトカム指標例 

（何で成果を測るか） 
アウトプット指標例 

自 然 保 護 ・ 保

全・復元 

保全・復元できた面積 

保全活動で生存した種の量 

外来種管理できた面積 

種の個体数の増加量 

保全活動を実施した面積 

保全活動の参加人数 

再導入された種の個体数 

駆除した外来種の数 

森林保全・緑化 

砂漠化防止 

保全・緑化できた面積 

違法伐採の減少（量） 

外来種管理できた面積 

植林面積、植林本数 

緑化活動の参加人数 

駆除した外来種の数 

環境保全型農業 慣行農業の減少（農家数） 

環境保全型農業が確立した農地、農

家数 

環境保全型農業での生産量増 

環境保全型農業導入活動を実施した地

域数、農家数 

環境保全型農業の耕作面積、活動人数、

技術習得者数 

地球温暖化防止 温室効果ガス削減量 再生可能エネルギー導入量 

再生可能エネルギー発電量、施設数 

エネルギー消費の削減量 

温暖化防止活動を実践した人数 

循環型社会形成 廃棄物排出削減量 

資源リサイクル率、量 

３Ｒ行動を実践した人数、実施率 

リユース品利用量 

大気・水・土壌

環境保全 

水質改善した河川湖沼面積 

大気質の環境基準適合数 

 

汚染物質の削減量 

浄化施設設置数 

浄化活動の実施人数 

 

活動分野/形態 
アウトカム指標例 

（何で成果を測るか） 
アウトプット指標例 

総合環境教育、 

知識の提供・普

及啓発 

 

普及啓発向上の程度（理解度アンケ

ート評価） 

啓発・教育により行動変容し、環境

配慮行動を実践した人数 

 

研修、イベントの参加人数 

観察会、セミナーの参加人数 

発行物配布数 

教育プログラムの参加人数、普及率 

技術習得者数 

国際会議、 

政策提言 

国・地域の施策の変更 

管理・維持・遵守の合意 

提言回数、賛同者数 

メディア掲載回数 

調査研究 収集データの有効性 

 

調査回数、調査面積、データ収集件数 

 

 ここに記載した指標は、あくまで例示です。活動の成果を言い表すのに適した指標を設定して

ください。アウトカム指標は「実現量」、アウトプット指標は「実施量」と考えてみてください。 
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（助成金交付要望書 記載例） 
 

様式第１（第４条関係）その１（日本の団体用） 

 

平成２９年度 地  球  環  境  基  金 

助 成 金 交 付 要 望 書 

 

第      号 

平 成 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 

独立行政法人環境再生保全機構 

理事長  福井 光彦  殿             

  〒   －     

住所 

団体名 □□□の会 

代表者氏名 理事長 地球 太朗  印 

法人番号 ○○○○○○○○○○○○○ 

 

下記の活動を行いたいので、地球環境基金助成金交付要綱第４条の規定に基づき、助成金の交

付を要望します。 

 

記 

 

  １．助成メニュー：   LOVE BLUE 助成 

 

２．活動名： ○○地域におけるサンゴ礁保全活動 

 

３．活動区分：  ハ．国内の民間団体が行う国内の環境保全のための活動 

 

４．活動形態：  a.実践 

 

５．活動分野：  a.自然保護・保全・復元 

 

６．助成活動事業総額及び要望額 

助成活動事業総額     ：  ○，○○○  千円（１年間分） 

（自己資金＋要望額） 

地球環境基金への要望額  ：  ○，○○○  千円（１年間分） 

 

７．地球環境基金助成金を受けた年度： 平成○○～○○年度 
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要望書作成に当たっての注意点 

 

 

 

 

 

【代表者氏名 押印】 

・法人の場合は、印鑑登録した代表者印を押印してください。 

・任意団体の場合は、個人印を押印してください。 

【１．助成メニュー】 

・ＬＯＶＥ ＢＬＵＥ助成と記載してください。 

 

【２．活動名】 

・ＷＥＢにも掲載しますので、活動内容が具体的に分かる活動名を記入してください。 

 

【４．活動形態】 

・活動形態を下記のいずれか１つを選択し、記載してください。 

a.実践  b.知識の提供・普及啓発  c.調査研究  d.国際会議  

【６．助成活動事業総額及び要望額 ７．地球環境基金助成金を受けた年度】 

・事業総額については、自己資金充当額を含めた助成活動全体にかかる予算額を記入してくださ

い。 

・地球環境基金助成金の平成 29 年度（１年間）の要望金額を記載してください。 

・助成を受けた年度すべてを記載。助成を受けたことがない場合は、その旨を記載してください。

【３．活動区分】 

「ハ．国内の民間団体が行う国内の環境保全のための活動」と記載してください。 

【５．活動分野】 

・活動の目的に合致する活動分野を下記のいずれか１つを選択し、記載してください。 

・複数の分野にまたがる場合は、最も比重の大きい分野を１つに絞ってください。 

a.自然保護・保全・復元  b.森林保全・緑化   

f.循環型社会形成 g.大気・水・土壌環境保全 h.総合環境教育 i.総合環境保全活動 

j.その他の環境保全活動 
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（助成金交付要望書 記載例） 
 

その２－１ 〔助成を希望する活動の内容〕 

 

① 活動概要 

 
○○地域○○湾において、持続的な海洋生物の保全を目的として、サンゴを保全するため、植樹活

動を行う。また、本地域に生息するサンゴは、サンゴの食害生物である○○の大発生による被害を受

けていることから○○の駆除活動を行う。 
 また、一般市民に対してサンゴの現状や重要性を普及啓発するためにエコツーリズム及び海洋生物

保全に関するイベントを開催する。今後の当該地域におけるサンゴ保全を持続していくために、小中

学校を対象として、環境学習の実施を呼びかける。 
 将来的にはこれらの活動を行政および関係機関とともに実施することで、当該活動を本地域全体で

の取組として行い、海洋資源の持続的利用による生物多様性保全を目指す。 

 

② 解決したい課題・問題点 

 
 一般的に、サンゴ礁は○○な機能や○○な機能を有しているとされ、海洋において多種多様な生物が共

存・共生していくためには必要不可欠とされている。また、当該地域は海洋資源に依拠した生活を営

む人が大半であり、サンゴ礁は人々の生活を支えるものとなっている。 
しかしながら、当団体のこれまでの調査の結果、○○海域におけるサンゴ礁は、平成○○年と比較して

○○％減少しており、また○○年後には現在の○○％のサンゴ礁が失われることが予想されるなど危機的

状況にある。 
さらに、こうした現状であるにも関らず、サンゴ保全にむけた適切な保全の枠組みはなく、地域の

取組は行われていない。現状では、サンゴの衰退は不可避であり、状況の改善が必要とされている。

 

③ 課題解決に向けた本活動の戦略、予想されるリスクに対する対応策 

 
 活動対象地域である○○地域におけるサンゴ礁は、食害生物である○○の影響を受けているため、短

期的な観点からは、これらの駆除及び植樹によるサンゴの保全への取組が必要である。また、サンゴ

について重要性が地域住民に認知されていないことから、上記課題や問題点は助長されており、サン

ゴの重要性やサンゴのもつ多面的機能を地域住民に普及啓発することにより、地域の課題として認

識・共有され、保全活動の多様性や体制強化につながっていくと考える。また、次世代を担う小中学

生に対して、サンゴを含む海洋資源に関する環境教育を行うことで、持続的に当該地域での取組とし

て行っていくことが出来ると考える。 
 また、サンゴの保全については駆除活動をはじめとした諸活動に資金が必要となるため、植樹エコ

ツーリズムの実施による資金の確保を行うことで、自立的かつ持続的な環境保全活動を行うことがで

きると考える。（ただし、地球環境基金による助成期間中は植樹エコツーリズムの参加者から参加費を

徴収するものではない。） 
 さらに、活動対象地が海域であることから、普段より海で活動を行っている行政機関や関係機関と

の協働による活動を進めていくことで、円滑な活動を行うことができると考える。 
 阻害要因としては、食害生物が断続的に大量発生することである。大量発生を未然に防ぐための定

期的な駆除活動が重要である。ダイバーを雇用しての定期的な駆除には、コストがかかるため、効率

的な駆除を持続的に行うことが課題である。 
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要望書作成に当たっての注意点 

 

 

 

【①活動概要】 

・活動の全体像が分かるように簡潔に記入してください。 

【②解決したい課題・問題点】 

・活動を行うこととなった対象地域の状況やそのような状況をもたらしている要因（問題点）

などがわかるよう、客観的な視点から具体的に記載してください。 

【③課題解決に向けた本活動の戦略、予想されるリスク、妨げに対する対応策】 

・課題や問題点を解決するにあたり、なぜその活動が最適であるのか、解決に向けた活動の

戦略を記載してください。（もしくは、要望活動を行わないことによって、対象地域や対象

者がどのような影響を受けるのかを記載してください。） 

 

・活動が活動対象地域や対象者から必要とされている理由を具体的に記載してください。 

・もし活動がうまくいかなかった場合に予測されるうまくいかない理由と、うまくいくよう

にどう対応するかを記載してください。 
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④ 上位目標 

（１） 本助成活動が目指す最終的に実現したい望ましい環境の状態（上位目標） 

・○○地域におけるサンゴの生息域が保全される。  

 

（２）上位目標の実現に寄与する望ましい

成果 （アウトカム） 

何で成果を測るか 

 ・サンゴ礁を食害する有害生物の数が○%減少する。  

・植樹により、サンゴ礁が○％復元される。  

・サンゴ礁の保全に対する住民の認識が○％向上する。  

・サンゴ礁保全のための組織体制が確立する。 

例年実施している有害生物数調査により計測。  

H29,31 年度にサンゴ礁の面積調査を実施。  

セミナー実施時にアンケート調査を実施。  

H29 年度終了時に組織体制図と活動状況を提出。 

 

（３）アウトカムを達成するための直接的な活動目標（アウトプット）及びアウトカムを達成す

るための具体的な手段（活動計画） 

活動１ （サンゴの植樹及び駆除の実地活動） 

○活動計画 ○アウトプット 

（１年目） 

・○○地域沿岸でサンゴや食害生物の生息域等の現地調査を○回実施する。

・○○大学より講師を招き、食害生物駆除についての勉強会を○回開催する。

 

・植樹対象地を○件選出。  

・○人が参加。  

（２年目） 

・現地調査の結果をふまえ、サンゴの植樹活動を○回及び食害生物の駆除活

動を○回実施する。また、植樹後の定期観測調査もあわせて実施する。  

・植樹エコツーリズムに関する事例収集を行い、実地訪問する。 

 

・サンゴの植樹活動で○株植 

・○kg 駆除。 

・○件収集。 

（３年目） 

・対象地域に適した植樹エコツーリズムの試作モデルを考案する。  

・植樹エコツーリズムの試作モデルを実行する。 

 

・○件考案。 

・○箇所で実行。 

活動２ （普及啓発活動） 

  ○活動計画 ○アウトプット 

（１年目～２年目） 

・サンゴの保全啓発セミナーを○回開催。  

 

・○回開催、○人が参加。  

（３年目） 

・サンゴの保全啓発セミナーを○回開催。  

・３年間の調査内容をまとめた報告書を○部作成と配布。  

 

・○人が参加。  

・○○を対象に○冊配布。 

活動３ （協働体制の構築（１年目のみの活動）） 

○活動計画 ○アウトプット 

（１年目） 

・外部の関連機関を訪問し、今後の協働についての提案を行う。  

・関係機関へ状況報告を行う。  

・○件訪問、継続的な意見交換について

合意、予算に採択  

・○○県を対象に○回報告。  

※継続活動の場合、過年度の欄には、結果を記載してください。 

（助成金交付要望書 記載例） 

その２－２〔助成を希望する活動の内容〕
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要望書作成に当たっての注意点 

 

【（２）上位目標の実現に寄与する望ましい成果（アウトカム）】 

・地球環境基金の助成により実施する活動の終了時に、実現していると期待できる状況を記

載して下さい。 

・現状や問題点が改善され、アウトカムが達成されている状況であることが、客観的に判断

できる指標を記載してください。 

・アウトカムとは、活動が生み出す最終結果、期待される成果のことです。 

・成果を言い表すのに最も適すると思われる実現をめざす量、値を記載してください。 

・手段を実施することによって結果として貢献するはずの望ましい変化を記載してください。

・「地域の活性化」「持続可能な社会の実現」などの表現では、環境に、社会にどのような変

化が起こるのかを具体的にイメージできません。活動の終了時に、「誰がどれくらい関わる

か？」「周辺環境が定量的にどのくらい変化するか？」などの視点で記載してください。 

・自団体が何を行うか（アウトプット）を記載する項目ではありません。 

【（３）アウトカムを達成するための直接的な活動目標（アウトプット）及びアウトカムを達

成するための具体的な手段（活動計画）】 

○活動１～３ 

・記載欄は、活動の数により適宜調整してください。 

・活動毎に活動内容を簡潔に記載してください。 

・どの活動がどの「アウトプット」につながるのかを整理して記載してください。 

○アウトプット 

・活動を行うことによって生み出される結果を記載してください。 

・客観的な視点から判断できる指標を記載してください。 

・アウトプットとは、活動の実施によって直接に発生した事業の量や成果物のことです。 

・実施する回数、人数、量等を記載してください。 

○活動計画 

・具体的に実行・実施すべき活動（手段）を記載してください。 

・それぞれの活動において、その対象者・対象地域・時期・内容を具体的に記載してくださ

い。 

※ロジックモデル（p34）が記載できる場合は、参考として添付してください（任意提出、様

式自由）。 

【（１）本助成活動が目指す最終的に実現したい望ましい環境の状態（上位目標）】 

・最終的に活動の対象となる地域や集団がどのような状態になっていることを期待したいの

かを具体的に記載してください。 

・曖昧な表現や広すぎる概念、キャッチフレーズのようなものだと、人によって解釈が大き

く異なってしまうため、多くの人にとって、実現したい状態が具体的にイメージできる言

葉を選び記載してください。 
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（助成金交付要望書 記載例） 
 

その２－３ 〔助成を希望する活動の内容〕 

 

⑤ 活動・成果の持続性、団体の自立（助成終了後の展望、予定） 

 
 要望活動におけるエコツーリズムにより、今後の活動総額の○％を確保するようにする。また、行

政や他の外部機関との協働により活動における○○の部分をそれらの関係機関の資金によって活動を

行えるようにする。 
 地域住民に対して普及啓発イベントを行う際に団体の会員募集を行うことで、参加者の○○％を当団

体の会員獲得に結びつけ、○○円の収入拡大を予定している。その収入によって、今後の活動の○○％を

まかなう。 
 実施体制における○○氏を本要望活動のプロジェクトリーダーと位置付け、３年間を通じて活動を

行うことで、企画運営能力、ファンドレイジング能力及び渉外力を身につけ、助成期間終了後の活動

の自立及び持続発展につなげることとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑥ 外部との連携体制（活動を進めるために現実的に協力が見込まれる利害関係者） 

 
 行政関連 

・○○市（協働体制構築依頼中） 
・○○市（現在イベント共催に向けて相談中） 
 
その他 
・○○組合（海での活動において、調整中） 
・○○中学校（○月○日に環境学習の授業を行うことが決定している） 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

⑦  補助金・助成金の併願状況 
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要望書作成に当たっての注意点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【⑤活動・成果の持続性、団体の自立（助成終了後の展望、予定）】 

・地球環境基金の助成期間終了後、活動の効果が発展又は持続するための計画を具体的に記

載して下さい。 

 

・助成期間終了後の活動の継続・発展に向けた活動資金の見込みや人材の育成について記載

して下さい。 

 

・活動のプラスの影響と、マイナスの影響についても記載してください。 

 

・活動を持続的にしていくための課題も記載してください。 

 

※ 事業化を視野に入れた活動の場合は、需要の創出、拡大、販売戦略等について記載して

ください。 

 

【⑥外部との連携体制（活動を進めるために現実的に協力が見込まれる利害関係者）】 

・現時点で連携をしている（予定している）関係機関との連携の進捗状況を記載して下さい

 

※ステークホルダーマップ（利害関係者相関図）が記載できる場合は、参考として添付して

ください（任意提出、様式自由）。 

【⑦補助金・助成金の併願状況】 

・要望する活動について、国又は国の他の機関等からの補助金・助成金を受けている場合

は、助成の対象となりません。（国又は国の他の機関等に申請中の場合は、具体的な補助

金等の名称を記載してください。 
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（助成金交付要望書 記載例） 

 

その３－１ 〔活動予算経費別内訳〕  

 
区  分  金額（千円）  内  容  

収
入
の
部 

自己資金（会費・

他助成金等）  
３３５  会費・○○財団からの助成金  

地球環境基金  
助成金  １，２００   

計  １，５３５  

支 
 

 
 

 
 

出 
 

 
 

 
 

の 
 

 
 

 
 

部 

区  分  
基金助成金  

千円  

自己資金  

千円  

助成活動事業総額  

千円  

①  賃金  ２７０  １９０  ４６０  

②  謝金  １００  １００  ２００  

③  旅費  １９０  ３０  ２２０  

④  物品・資材購入費 １１０  １５  １２５  

⑤  借損料・役務費  ５２０  ０  ５２０  

⑥  事務管理費  １０  ０  １０  

計  １，２００  ３３５  １，５３５  

※経費は平成 29 年度の予算分を計上してください。  

※支出の部には、その３－２〔活動予算活動別内訳〕の各費目の合計金額を記載してください。  
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その３－２ 〔活動予算活動別内訳〕  

 

区  分  内     訳  
要望額  

（千円）  

自己資金  

（千円）  

計  

（千円）  

活動１    

①  賃金  
事業担当者（アルバイト）（@1,000 円×○h） ２４０ １６０  ４００

事業担当者（アルバイト）（@1,000 円×○h） ３０ ３０  ６０

②謝金 
セミナー講師謝金（@20,000 円×○日）  １００ ０  １００

講師謝金  ０ １００  １００

③旅費 
調査員旅費（@40,000 円×○回）  ７０ ３０  １００

セミナー講師旅費（@40,000 円×○回）  ８０ ０  ８０

④物品・資材購入費 
専門書購入（@2,000 円×10 冊）  ２０ ０  ２０

潜水調査用資材購入（@5,000 円×○）  ９０ １５  １０５

⑤借損料・役務費 
会場費(@10,000 円×2 日) ２０ ０  ２０

レンタカー借上料（＠50,000 円×10 日）  ５００ ０  ５００

⑥事務管理費 

切手代（チラシ郵送用）  １０ ０  １０

  

  

活動１ 小計   １ ,１６０ ３３５  １ ,４９５

活動２    

①賃金  
（以下、活動１と同様に記述）   

  

②謝金 
  

  

③旅費 
  

  

④物品・資材購入費 
  

  

⑤借損料・役務費 
  

  

⑥事務管理費 
  

  

活動２ 小計   

活動評価等   

③旅費 
内定説明会出席者旅費  

活動報告会出席旅費  
４０ ０  ４０

活動評価等経

費 小計 
 ４０ ０  ４０

全体計  １，２００ ３３５  １ ,５３５
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要望書作成に当たっての注意点 

 

  

【活動予算経費別内訳・活動予算活動別内訳〕  

 

・助成対象経費の費目別上限単価については、p.9 を参照ください。 

 

・自己資金は、活動総額の概ね２０％を確保（予定額含む）するようにしてください 

（0 円では要望できません）。 

 

・事務管理費は経費区分①～⑤の合計額の１０％が上限となっていますのでご留意下さい。

 

・支払を海外で行う場合でも、適切な換算レートにより円建てで計算してください。 

 

・経費の内訳において、内容が不明なものは経費の妥当性が不明と判断されますので、人

数、数量、回数、単価などを具体的に記載してください。 

 

・金額は千円単位とし、千円未満は切り捨ててください。 

 

 

・「活動評価等」の欄には要望する活動に係る経費ではなく、以下の経費を積算してくださ

い。 

  

１) 内定団体説明会（会場：川崎等）の参加に係る経費 

（活動担当者と会計担当者とが異なる場合は２名まで可） 

２)活動報告会（会場：東京）の参加に係る経費（発表団体は２名、参加団体は１名まで）

３)中間評価の参加に係る経費（継続２年目の団体のみ）(最大２名まで) 

４)その他の自己評価等を行う際に係る経費 
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（助成金交付要望書 記載例） 

 

その４ 〔要望活動の実施体制〕  
 

団体名：□□□の会  

活動形態：実践  活動分野：自然保護・保全・復元  

下記の「活動実施体制」については、必ず記載して提出してください。  

活動実施体制   
要望活動に従事する予定の団体の実施責任者、実施担当者等（アルバイト及

びボランティアを含む）について記載してください。  

役職・雇用形態  氏名  経験年数  担当業務  

理事長 /非常勤  地球  太郎  15 年   

理事 /非常勤  ○○  ○○  13 年   

理事 /非常勤  ○○  ○○  7 年   

事務局長 /常勤  ○○  ○○  10 年   

主担当 /常勤  ○○  ○○  8 年   

アルバイト /非

常勤  
○○  ○○  4 年   

アルバイト /非

常勤  
○○  ○○  2 年   

    

「調査研究体制」については、活動形態が調査研究である場合はこちらも記載が必要

です。  

調査研究体制  
※活動形態が「調査研究」の場合は、その調査または研究活動に協力する

専門家やその専門性について記載してください。  

氏名  所属  専門性の内容  

   

   

   

   

   

   

   

 

※記載欄が足りない場合は、適宜、行を増やして作成してください。  
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要望書作成に当たっての注意点 

 

  
【要望活動の実施体制】 

・要望活動に従事する予定の団体メンバーを記載してください。 

 

・記載欄が足りない場合は、行数を増やして作成してください。 

 

・経験年数には要望活動関連業務の経験年数を記載してください。 

 

・雇用形態における常勤及び非常勤の定義は、以下の通りとなります。 

 

  常勤・・・・要望団体と雇用関係にあり、週 4 日ないし月 15 日以上の出勤で、週 32

時間以上勤務している者 

 

  非常勤・・・上記の常勤の定義にあたらない者 

【調査研究体制】 

・活動形態が「調査研究」の場合は、その調査または研究活動に協力する専門家やその専

門性について記載してください。 

 

 ※活動形態が a.実践 b.知識の提供・普及啓発 d.国際会議 の場合は記載不要です。
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（助成金交付要望書 記載例） 

その５ 〔団体の概要〕  

（ふりがな）  □□□のかい  代表者役職名：理事長  

団 体 名 □□□の会  代表者氏名：  地球  太郎  

主たる事務所

の所在地  

〒×××－×××× 

 

 最寄り駅：              TEL：       FAX：  

団体設立年月      ○○年 □□月  

組  織  

組織の構成  会員等と有する場合は、その内容・人数  

＜例＞  

理事長  理事  事務局  

         会員  

     監事  

個人会員 □□名／年会費  ××千円  
法人会員 □□団体／〃    ××千円  
 
常勤の役員数  □ 人（内有給  人）  
非常勤の役員数 □ 人（内有給  人）  
常勤の職員数  □ 人（内有給  人）  
非常勤の職員数 □ 人（内有給  人）  

沿  革  

昭和○○年 ○○○を目的とし、任意団体として設立  
昭和○○年 □□事業を開始  
平成○○年 特定非営利活動法人認可  
※法人格については、名称・取得年月を正確に記入してください（取得予定含む。）。  

目  的  

＜例＞  
以下の事業を実施することにより、□□を図り、もって○○に貢献すること。

１．………  
２．………  

活動実績  平成２８年度＜予定＞  平成２７年度  平成２６年度  

団体の主たる  

活動実績  

＜例＞  
機関紙の発行（年○回）  
○○活動（年○回）  
□□活動（○○助成事業）  
△△調査（○○省委託）  

 

同左  

○○活動（年○回）  

○○事業  

 

同左  

○○活動（年○回）  

要望活動の類

似活動実績  

○○活動（○○助成事業）    

財政状況  

総収入  ○，○○○，○○○千円
○，○○○，○○○千円 ○，○○○，○○○千円

うち会費・寄付金収入 ○○ ,○○○千円  ○○ ,○○○千円 ○○ ,○○○千円

うち受託収入          ○○○ ,○○○千円 ○○○ ,○○○千円 ○○○ ,○○○千円

総支出  □，□□□，□□□千円 □，□□□，□□□千円 □，□□□，□□□千円

当期損益   △△△，△△△千円 △△△，△△△千円 △△△，△△△千円

ホ ー ム ペ ー ジ ア ド レ ス

ＳＮＳ  

URL 

Facebook                                twitter 

担 当 者 

（所属部課・氏名）  

連絡先住所：〒  

氏 名：  

TEL：        FAX：        E-mail：  

 

※助成を要望する活動と類似の活動又は公的機関の補助、助成、委託等を受けた

活動の実績があれば、必ず記入してください。               

※要望の内容について対応が可能な、平日の日中に連絡の取れる方を記入し

てください。海外の団体が行う開発途上地域での活動に係る要望の場合は代

理人の連絡先を記入して下さい。  
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要望書作成に当たっての注意点 

 

 

 

  
【組織】 

・どのような組織体制であるかわかるように記載してください。 

 

・団体代表者のプロフィール、実績が記載できる場合は、参考として添付してください（任

意提出、様式自由）。 

【活動実績】 

・応募団体として要望活動を着実に実施する為に、必要な知見や実績を具体的に記載して

ください。 

 

・主に要望活動と類似する活動分野における実績を記載してください。 

【財政状況】 

・平成２６年度、平成２７年度収支決算額および平成２８年度収支予算額を記載してくださ

い。 

 ※設立後３年未満の団体に限り、提出できるもののみで可 

【担当者連絡先】 

・要望書受付から内定通知発送にかけて、連絡が可能な担当者の連絡先を記載してくださ

い。 

 

・TEL 及び E-mail については、平日の日中に連絡がとれる連絡先を記載してください。 

※個人情報の取り扱いについて 

地球環境基金は、要望書にてご提供いただきました個人情報を、助成に関するご

連絡、関連事業実施に伴うご連絡以外には使用いたしません。また、提供者の同意

がある場合または正当な理由がある場合を除き第三者に提供および公開はいたしま

せん。 

 ただし、地球環境基金で公開している「環境 NGO・NPO 総覧データベース」に掲載

のない団体については、本要望書様式その５に記載のある「団体名」「代表者名」「主

たる事務所の所在地（都道府県のみ）」「団体設立年月」「ホームページアドレス」を

団体情報として公開いたします。 

－33－



 
 

参
考

 
 

○
○

地
域

に
お

け
る

サ
ン

ゴ
礁

保
全

活
動

の
ロ

ジ
ッ

ク
モ

デ
ル

 

上
位

目
標

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア
ウ

ト
カ

ム
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ア

ウ
ト

プ
ッ

ト
 

 
 

 
 

 
 

 
 

活
動

計
画

 

 勉
強

会
の

開
催

 

 現
地

調
査

 

 食
害

生
物

の
駆

除
活

動
 

 植
樹

活
動

 

 定
期

調
査

 

 植
樹

エ
コ

ツ
ー

リ
ズ

ム
の

試

作
 

 セ
ミ

ナ
ー

の
開

催
 

 関
係

機
関

へ
の

協
働

提
案

 

関
係

機
関

へ
の

報
告

 

         

 勉
強

会
○

回
、

○
人

参
加

 

 調
査

○
箇

所
○

回
 

 年
○

回
、

駆
除

量
○

k
g

 

 ○
本

数
、

○
㎡

、
 

○
回

、
参

加
○

人
 

 調
査

○
箇

所
○

回
 

 試
作

プ
ロ

グ
ラ

ム
数

○
件

 

 ○
回

、
参

加
○

人
 

 提
案

対
象

○
件

、
○

回
 

報
告

対
象

○
数

、
○

回
 

 
 

   

 

       

      

有
害

生
物

の
減

少
 

指
標

：
有

害
生

物
数

↓
 

サ
ン

ゴ
礁

の
復

元
 

指
標

：
サ

ン
ゴ

面
積

↑
 

住
民

認
識

の
向

上
 

指
標

：
有

害
生

物
除

去
の

必
要

性
の

住
民

意
識

↑
 

組
織

体
制

の
確

立
 

指
標

：
連

絡
会

議
の

設
立

 

 
 

 
 

 
 

   

  

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

サ
ン

ゴ
の

生
息

域
保

全
 

 

 

－34－



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．規 程 
  



 
 

  



 
 

○独立行政法人環境再生保全機構地球環境基金助成金交付要綱（抄）  

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、独立行政法人環境再生保全機構業務方法書(平成 16 年独立行政法人

環境再生保全機構規程第 1 号)第 23 条の規定に基づき、独立行政法人環境再生保全機

構(以下「機構」という。)が民間環境保全活動の助成のために行う助成金の交付に関

し必要な事項を定めることを目的とする。 

(助成活動) 

第 2 条 助成金の交付の対象となる活動(以下「助成活動」という。)は、環境の保全を通

じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する上で

適切な活動であって、次に掲げるものとする。 

(1) 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利

を目的としない法人その他の団体をいう。以下同じ。)による開発途上地域における

環境の保全を図るための活動であって、開発途上地域の住民又は民間団体(以下「開

発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われ、かつ、次のいずれかに該当

するもの 

イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常

生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行

う事業の実施 

ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野

生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開

発途上地域の住民等が自ら行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供

ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開

催 

(2) 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全

を図るための活動であって、開発途上地域の住民等の需要に応じて行われ、かつ、

前号イ、ロ又はハのいずれかに該当するもの 

(3) 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の

保全を図るための活動で、次のいずれかに該当するもの 

イ 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業、再生資源に係る回収の事業その他

の広範な国民にとって重要な意義を有する事業の実施 

ロ 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及 

ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資する調査研究 

2 助成活動は、国家的見地から行われる資源エネルギー等に係る政策的事業、特定の事

業者の用に供される公害防止等のためのプラントの導入、投下資金の回収が期待され

る事業その他の民間団体が担うにふさわしくない内容のものでないこととする。 

3 助成金は、政府による他の補助金・助成金・委託費(以下「政府による他の補助金等」

という。)と重複して受けることはできない。 

(助成の対象となる経費等) 

第 3 条 助成金交付の対象となる経費は、助成活動を行うために直接必要な経費であっ

て、次の各号に掲げる項目に該当するものとし、助成金の額は、定額とする。 

(1) 謝金・賃金 

(2) 旅費 

(3) 物品・資材購入費 
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(4) 建築物の工事費(用地費を含む。) 

(5) 借損料・役務費 

(6) 事務管理費(通信・運搬費、事務用品費等) 

2 前項第 1 号に規定する賃金のうち常勤職員で対象となるものについては別に定める。

3 助成活動の実施期間は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。 

(助成金交付要望書の提出) 

第 4 条 助成金の交付を受けようとする者は、地球環境基金助成金交付要望書(別に定め

る様式)を独立行政法人環境再生保全機構理事長(以下「理事長」という。)が定める期

間内に、理事長に提出するものとする。 

(助成活動等の内定及び通知) 

第 5 条 理事長は、前条の要望書を受理したときは、当該要望に係る事項を審査の上、助

成しようとする活動及び交付しようとする助成金の額を内定し、地球環境基金助成金

交付内定通知書(別に定める様式)により、当該要望書を提出した者に通知するものと

する。 

(助成活動等の内定の取消し) 

第 5 条の 2 理事長は、前条の内定を行った団体の活動について第 16 条第 1 項各号に該

当する事実があると認めるときは、その内定を取り消すことができるものとする。 

2 理事長は、前項の場合、地球環境基金助成金交付内定取消し通知書(別に定める様式)

により、助成内定者に通知するものとする。 

(助成金交付申請書の提出等) 

第 6 条 前条の規定による内定の通知を受けた者(以下「助成内定者」という。)は、これ

を受諾した場合には、地球環境基金助成金交付申請書(別に定める様式)を理事長の定

める期間内に理事長に提出しなければならない。 

2 助成内定者は、当該助成活動について政府による他の補助金等を利用する場合及び第

5 条の規定により内定の通知を受けた後助成活動が実行できない場合は、地球環境基金

助成金交付辞退届(別に定める様式)を理事長に提出しなければならない。 

(交付の決定及び通知) 

第 7 条 理事長は、前条第 1 項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の

上、助成金の交付の決定をし、地球環境基金助成金交付決定通知書(別に定める様式)

により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。 

2 理事長は、前項の場合において、助成金の適正な交付を行うため必要があると認めた

ときは、当該申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して助成金の交付の決定を

することができる。 

(交付申請の取下げ) 

第 8 条 前条第 1 項の通知を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、当該通知に係る

助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより助成金交

付の申請を取り下げようとするときは、理事長が定める期間内に、地球環境基金助成

金交付申請取下げ書(別に定める様式)を理事長に提出するものとする。 

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付の決

定はなかったものとみなす。 

(助成活動の変更の承認) 

第 9 条 助成対象者は、助成活動の内容の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしよう

とするときには、あらかじめ地球環境基金助成活動計画変更承認申請書(別に定める様
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式)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 理事長は、前項の規定による地球環境基金助成活動計画変更承認申請書を受理した場

合において、これを審査し、変更を承認することを決定したときは、地球環境基金助

成活動計画変更承認通知書(別に定める様式)により助成対象者に通知するものとす

る。 

3 理事長は、第 1 項の承認をする場合において必要と認めるときは、助成金の交付の決

定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。 

(計画の中止又は廃止の承認) 

第 10 条 助成対象者は、助成活動を全部若しくは一部中止し、又は廃止しようとすると

きには、あらかじめ地球環境基金助成活動中止・廃止承認申請書(別に定める様式)を

理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 理事長は、前項の規定による地球環境基金助成活動中止・廃止承認申請書を受理した

場合において、これを審査し、中止又は廃止を承認することを決定したときは、次に

より助成対象者に通知するものとする。 

(1) 助成活動を一部中止したときは、地球環境基金助成活動中止・廃止承認通知書(別

に定める様式) 

(2) 助成活動を全部中止又は廃止したときは、地球環境基金助成活動中止・廃止承認

通知書(別に定める様式)。ただし、この規定による通知を行ったときは、第 15 条の

規定による交付すべき助成金はないとする確定を行ったものとする。 

(事業遅延の報告) 

第 11 条 助成対象者は、助成活動が予定の期間内に完了することができないと見込まれ

る場合又はその遂行が困難になった場合には、速やかに理事長に報告し、その指示を

受けなければならない。 

(助成金の支払区分) 

第 12 条 助成金は、精算払又は概算払の方法により支払うものとする。 

(助成金の支払申請書の提出) 

第 13 条 助成対象者は、助成金の支払を申請する場合には、地球環境基金助成金支払申

請書(別に定める様式)を理事長が定める期間内に理事長に提出しなければならない。

(助成活動実績報告書の提出) 

第 14 条 助成対象者は、助成活動を完了したとき(第 10 条第 2 項の規定により助成活動

の一部の中止の承認を受けたときを含む。)は、その日から 1 か月を経過した日又は翌

年度の 4 月 10 日のいずれか早い日までに、地球環境基金助成活動実績報告書(別に定

める様式)を理事長に提出しなければならない。 

(助成金の額の確定及び通知) 

第 15 条 理事長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合には、これを審査し、

その報告に係る助成活動の実施成果が助成金の交付の決定の内容(第 9 条の規定に基づ

く承認を受けたときは、その内容を含む。以下同じ。)及びこれに附した条件に適合す

ると認めたときには、交付すべき助成金の額を確定し、地球環境基金助成金の額を確

定通知書(別に定める様式)により、助成対象者に通知するものとする。 

(助成金の交付決定の取消し) 

第 16 条 理事長は、次の各号に該当する場合には、助成金の交付の決定の全部又は一部

を取り消すことができるものとする。 

(1) 助成金の交付の申請又は支払の申請について、不正の事実があった場合 
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(2) 助成対象者が助成金を助成活動以外の用途に使用した場合 

(3) 助成活動の遂行が助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反して

いると認められる場合 

(4) 助成活動について、第 2 条第 3 項の規定に反し政府による他の補助金等と重複し

て助成を受けていたと認められる場合 

(5) 助成対象者が第 19 条に規定する調査等を正当な理由なく拒み、妨げ又は忌避し

た場合 

(6) その他この要綱に定めるところに違反したと認められる場合 

2 理事長は、前項の規定による取消しをした場合には、地球環境基金助成金交付決定取

消し通知書(別に定める様式)により、助成対象者に通知するものとする。 

(助成金の返還) 

第 17 条 理事長は、前条第 1 項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに

係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全

部又は一部の返還を命ずるものとする。 

2 助成対象者は、第 15 条の規定により助成金の額が確定した場合において、既に当該確

定した助成金の額を超える助成金の支払を受けているときは、当該超過額を理事長が

指定する期限までに返還しなければならない。 

(加算金及び延滞金) 

第 18 条 助成対象者は、前条の規定による助成金の返還を命じられたときは、その命令

に係る助成金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき金額につき年 1

0.95 パーセントの割合で計算した加算金を理事長に納付しなければならない。 

2 前条の規定による助成金の返還期限は、返還命令の日から 20 日以内とする。返還期限

内に納付しないときは、助成対象者は、返還期限の翌日から納付の日までの日数に応

じ、未納に係る金額につき年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金を理事長に納

付しなければならない。 

3 理事長は、前 2 項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、助成対象

者の申請に基づき、当該加算金又は延滞金の一部又は全部を免除することができる。

(調査等) 

第 19 条 理事長は、助成金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、助成対

象者に対し報告をさせ、又は機構の職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類等を調

査させ、若しくは関係者に対し質問させることができる。 

2 理事長は、前項の規定による調査等により、当該助成活動が助成金の交付の決定の内

容又はこれに附した条件に適合していないと認めるときは、助成対象者に対し、これ

に適合させるための措置をとるべきことを指示することができる。 

3 助成対象者は、前項の指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。

(助成金の額の確定後の監査等) 

第 20 条 助成対象者は、第 15 条の規定による助成金の額の確定の通知を受けた時から 7

年間は、当該助成活動に係る帳簿書類等を保存しておかなければならない。 

2 第 16 条から前条までの規定は、前項の期間についても適用があるものとする。 

(適用除外) 

第 21 条 助成対象者が外国に主たる事務所を有する者である場合又は外国の法令若しく

は慣習その他やむを得ない事情により、この要綱の規定により難いと認められる場合

には、理事長の定めるところにより、この要綱の規定の一部を適用しないことができ
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る。 

(実施に関し必要な事項) 

第 22 条 この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

附 則 （略） 

 

○独立行政法人環境再生保全機構法（抄） 

 

(業務の範囲) 

第十条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

三 環境の保全を通じて人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与

する活動であって次に掲げるものに対し、助成金の交付を行うこと。 

イ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体(民間の発意に基づき活動を行う営利を目的とし

ない法人その他の団体をいう。以下この号において同じ。)による開発途上地域における環境

の保全を図るための活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであること

その他の政令で定める要件に該当するもの 

ロ 外国に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るため

の活動で、その開発途上地域の現地において事業を実施するものであることその他の政令で定

める要件に該当するもの 

ハ 日本国内に主たる事務所を有する民間団体による日本国内においてその環境の保全を図る

ための活動で、広範な国民の参加を得て行われるものであることその他の政令で定める要件に

該当するもの 

２ 機構は、前項に規定する業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、良好な環境の

創出その他の環境の保全に関する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修を行うことが

できる。 

 

○独立行政法人環境再生保全機構法施行令（抄） 

 

(助成の対象となる民間団体の活動) 

第一条 独立行政法人環境再生保全機構法(以下「法」という。)第十条第一項第三号イ及びロの政

令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 

一 開発途上地域の住民又は民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団

体(次号において「開発途上地域の住民等」という。)の需要に応じて行われるものであること。

二 次に掲げる活動のいずれかに該当するものであること。 

イ 開発途上地域の現地における植林事業、野生生物の保護増殖事業、住民の日常生活に起因す

る公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等の参加を得て行う環境の保全を図るため

の事業の実施 

ロ 開発途上地域の住民等に対する研修の実施その他の方法による、植林事業、野生生物の保護

増殖事業、住民の日常生活に起因する公害の防止の事業その他の開発途上地域の住民等が自ら

行う環境の保全を図るための事業に必要な知識の提供 

ハ イ又はロに掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施又は国際会議の開催 

第二条 法第十条第一項第三号ハの政令で定める要件は、次に掲げる活動のいずれかに該当するも

のであることとする。 

一 広範な国民の参加を得て行われる緑化事業又は再生資源に係る回収の事業その他の広範な国
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民にとって重要な意義を有する環境の保全を図るための事業の実施 

二 広範な国民に対して行う環境の保全に関する啓発及び知識の普及 

三 前二号に掲げる活動の推進に資するための調査研究の実施 

 

○地球環境基金助成金概算払の事務取扱に関する達 

(平成27年 5月 26日達第7号)  

 

 (総則) 

第 1条 地球環境基金助成金交付要綱(平成16年細則第4号。以下「交付要綱」という。)第12条に

規定する地球環境基金助成金の概算払を行うために必要な事項については、他に特段の定めがある

場合を除き、この達の定めるところによるものとする。  

(概算払の額の上限) 

第 2条 概算払の方法による助成金の支払額の上限は、交付決定額の2分の1として、助成対象者毎

に、独立行政法人環境再生保全機構理事長(以下「理事長」という。)が決定した額とする。  

(概算払助成対象者) 

第 3条 概算払の対象となる助成対象者は、次の各号に定める基準に照らし、いずれにも適正である

と認められる助成対象者であって、当該助成対象者が希望したものとする。  

(1) 前年度の助成活動(交付要綱第 2 条に規定する助成活動をいう。以下同じ。)の実施に関し、交

付要綱第13条に規定する支払申請に関する事務が適正に行われていること。  

(2) 前年度の助成活動が概ね地球環境基金助成金交付申請書における活動計画どおりに行われてい

る又は早期に行われていること。  

(3) 当該年度の活動計画が、概算払の必要性が高いと認められること。  

2 理事長は、前項の基準を満たし、いずれにも適正であると認められた助成対象者(以下「概算払助

成対象者」という。)に対し、地球環境基金助成金交付内定通知書(別に定める様式)において概算

払の可否及び概算払の額の上限について通知を行うものとする。  

(助成金の概算払) 

第 4条 前条第2項に規定する通知を受けた概算払助成対象者は、概算払の方法により助成金の交付

を受けようとするときは、地球環境基金概算払支払申請書(別に定める様式)を理事長が定める期間

内に理事長に提出しなければならない。  

2 理事長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容の審査を行うとともに必要

に応じて調査を行い、内容が適正であることを確認の上、概算払の方法により助成金を支払うもの

とする。  

3 概算払助成対象者は、前項に規定する助成金の交付を受けた場合は、理事長が定める期間内に交

付要綱第13条に規定する支払申請により当該助成金の精算をしなければならない。  

(助成金の執行状況報告) 

第 5条 概算払の方法により助成金の交付を受けた助成対象者は、理事長が定める期間内に概算払の

方法により交付を受けた助成金の執行状況を報告しなければならない。  

附 則  

この達は、平成27年 5月26日から施行し、平成27年 5月 1日から適用する。 
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